佐用町三日月木工加工施設
指定管理者募集要項
令和８年１月
兵庫県佐用郡佐用町
１　指定管理者選定の目的
三日月木工加工施設は、林業に対する意識の高揚を図るため、間伐小径木等の加工による地域の活性化及び都市との交流を目的として設置されました。
　　　今後も林業振興に寄与し、地域福祉推進の拠点として本施設を維持管理していくために、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、佐用町公の施設の指定管理者の指定等に関する条例（平成１７年条例第２１２号）第２条及び佐用町三日月木工加工施設条例（平成１７年条例第１３１号）第４条の規定により、指定管理者の募集を行います。

２　管理施設
　　　名　称　　三日月木工加工施設
　　　所在地　　兵庫県佐用郡佐用町乃井野1674番地42
３　指定管理者が行う業務の範囲
　　　(１)　設置目的を達成するための事業に関すること

(２)　施設の利用及びその制限に関すること

(３)　施設の利用料金の徴収に関すること

(４)　施設の維持管理に関すること

(５)　前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務
４　施設の利用料金について
本施設に係る利用料金は条例に規定されており、指定管理者の収入とします。
（単位：円）
	施設名
	単位
	使用料
	備考

	木工加工施設
	１人１時間
	200
	中学生以下は基本使用料の半額とする。

	炭がま
	１回
	2,000
	

	備考
	使用時間は、午前９時から午後５時までとする。


　
５　自主事業について
指定管理者は、本施設の設置目的に合致し、かつ運営に支障を及ぼさない範囲において、自己の責任と費用により、三日月木工加工施設を活用して任意に事業（自主事業）を実施することができます。
６　指定期間
　　　令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとします。ただし、指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消し、又は業務の停止を命ずる場合があります。
７　指定管理料について
　　　本施設において、町から指定管理者への指定管理料の納付はありませんので予めご了承ください。
８　施設の管理
　　　管理施設の改修等については、町と協議のうえ実施するものとしますが、原則として１件につき１０万円（消費税及び地方消費税を含む。）以上のものについては町が自己の費用と責任において実施するものとし、それ以外のものについては指定管理者が自己の費用と責任において実施するものとします。
９　備品の管理
　　　施設が保有する木材加工に係る備品等について、管理物品として無償で指定管理者に貸与します。なお、経年劣化等により業務実施の用に供することができなくなった場合は、町との協議により、必要に応じて指定管理者が自己の費用で対応するものとします。

　　　
10　申請者の資格等　
　　　木材加工に関する知識、経験等を有する法人その他の団体（以下「団体」という。）であることが必要です。
　　注）個人での応募はできません。
11　申請書類

　　（１）申請書
　　（２）管理に係る事業計画書
　　（３）管理に係る収支計画書
　　（４）当該団体の経営状況を説明する書類
　　（５）佐用町暴力団排除条例に関する誓約書

　　（６）その他町長が別に定める書類

12　申請の手続き
　　（１）申請受付期間

　　　　　　令和８年１月　日から令和８年２月６日まで（土曜日、日曜日及び祝日
　　　　　　を除く）の午前８時３０分から午後５時１５分まで
　　（２）申請書提出先
　　　　　　佐用町農林振興課農林土木整備室　
　　　　　　〒679-5380　佐用町佐用2611番地1
　　　　　　電話　0790-82-0667　　担当　近藤
　　（３）申請書提出方法
　　　　　　郵送または持参
13　指定管理者の指定等
　　（１）指定管理者の候補者の選定
　　　　　　選定に当たっては、選定委員会を設置して審査を行います。提出された申請書に
より、次の選考基準に最も適合する申請者を指定管理者の候補者とします。
・利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図れるものであること。
・公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

・公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

・公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し
ており、又は確保できる見込みがあること。

　　（２）指定管理者の指定方法
　　　　　　指定管理者の候補者として選定された団体については、指定管理者として指定す
　　　　　　る議案を町議会に提出し、議決後に指定管理者として指定します。
14　協定及び引継ぎ等
　　（１）協定の締結
　　　　　　指定管理者として指定したあと、町と指定管理者は、次の事項に関して協定を締
　　　　　　結するものとします。
・指定期間に関する事項

・事業計画に関する事項

・利用料金に関する事項

・事業報告及び業務報告に関する事項

・指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

・管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

・その他町長等が必要と認める事項

